
 

 

 

 

 

 

 

【資料９】 

盛岡地方気象台からの情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 / 3 

防災気象情報の伝え方に関する検討会等を受けた取組について 

 

令和 2年 5月 26 日 

盛岡地方気象台 

 

 平素より、気象庁の業務にご理解ご協力いただき、感謝申し上げます。 

気象庁では、「防災気象情報の伝え方に関する検討会」の報告書等を受け、以下の

取組を計画しております。 

※参考：防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組（報告書）（気象庁ホームページ） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/tsutaekata/report2/tsutaekata_report2.pd 

 

１． 取組の背景 

気象庁では、平成 30 年度から外部有識者で構成される「防災気象情報の伝え方に

関する検討会」を立ち上げ、防災気象情報が避難をはじめとする防災対策に役立てら

れるよう検討を行ってきました。 

令和元年度も「令和元年東日本台風」（台風第 19 号）等により、新たに明らかと

なった課題について検討を進め、令和2年3月31日に改善策と推進すべき取組につい

てとりまとめました。 

 

 また、水管理・国土保全局と気象庁では、令和元年11月に「河川・気象情報の改善

に関する検証チーム」を設置して、東日本台風時の河川・気象情報に関する課題の検

証と改善策を検討し、令和2年3月に報告書をとりまとめました。 

 

上記の推進すべき取組のうち今年度から実施する具体的内容について、資料をお送

りします。これらの趣旨をご理解の上、引き続き防災気象情報の活用をお願いします。 

 

２． 取り組みの内容 

 （１）大雨特別警報解除後の洪水への注意喚起 

 大雨特別警報の解除にあたり、解除後も引き続き大河川の洪水に対する警戒が

必要であることへの注意喚起が十分でなく、解除が安心情報と誤解された可能性

があったという課題を指摘されたことから、以下の取組を進めます。 

・ 「特別警報の解除」を「警報への切替」と表現するとともに、警報への切替

に合わせて、今後の洪水の見込みを発表 

・ 警報への切替に先立って、本省庁および、仙台管区気象台と東北地方整備局

で合同記者会見等を開催する等（盛岡地方気象台と岩手河川国道事務所との

合同記者会見については今後検討）、あらゆる手段で注意喚起を実施 

 これらの取組により、市町村や住民のみなさまが、防災対応・避難行動の判断

をするうえで、防災気象情報を適切に利活用いただけることが期待されます。 

＜別紙 参考資料 P2参照＞ 
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（２） 過去事例の引用 

 東日本台風においては、台風上陸前日に「狩野川台風」を引用して記録的な大雨

への警戒と強い危機感を呼びかけましたが、地域によっては危機感が伝わらなかっ

たという課題を指摘されたことから、以下の取組みを進めます。 

・ 過去事例を引用する際には、特定の地域のみで災害が起こるかのような印象

を与えないよう、災害危険度が高まる地域を示す等、地域に応じた詳細かつ

分かりやすい解説を併せて実施 

・ 住民のみなさまに、より危機感が伝わるよう地元気象台等における地域に応

じた詳細かつ分かりやすく解説を強化 

これらの取組により、非常時に市町村や住民のみなさま自らが防災気象情報等を

我が事として利活用いただけることが期待されます。 

＜別紙 参考資料 P3-4参照＞ 

（３）特別警報の改善 

 令和元年出水期から「警戒レベル」の運用が開始されましたが、大雨特別警報（警

戒レベル５相当）は、「何らかの災害がすでに発生している」という、警戒レベル

５相当の状況に一層適合させる改善が必要であるという課題を指摘されたことか

ら、以下のような取組を進めまます。 

・ 大雨特別警報の新たな基準値を災害発生との結びつきが強い「指数」を用い

て設定し、大雨特別警報の精度を改善する取組を推進 

・ 大雨特別警報のうち、台風等を要因とするもの（台風等の中心気圧や 大風

速の発表基準によるもの）は廃止 

＜別紙 参考資料 P5-11参照＞ 

 これらの取組により、特に短時間の局所的な豪雨事例について、大雨特別警報を

より適切に発表できるようになり、市町村や住民のみなさまに、何らかの災害がす

でに発生している可能性が極めて高いといった、大雨特別警報の位置付け役割をよ

り一層理解いただけることが期待されます。 

 

（４）「危険度分布」の改善 

 「危険度分布」の適中率（災害発生率）には改善の余地があるとともに、「危険

度分布」の認知度や理解度も依然として不十分な状況です。また、「危険度分布」

等による長時間の予測は現在提供されていないほか、「危険度分布」で本川の増水

に起因する支川の氾濫や下水道の内水氾濫（湛水型の内水氾濫）の危険度を適切に

表現できていない事例もあったという課題を指摘されたことから、以下のような取

組を進めます。 

・ 「危険度分布」の適中率向上のため、関係機関と連携して災害発生に関する

信頼できるデータを蓄積し、警報等の対象災害について精査を行う。これに

より、「危険度分布」の基準を見直すとともに、避難勧告等の発令基準への

「危険度分布」のさらなる活用を促進 

・ 「本川の増水に起因する支川の氾濫や下水道の内水氾濫（湛水型の内水氾濫）

の危険度」も確認できるよう改善 
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＜別紙 参考資料 P12-14参照＞ 

これらの取組により、市町村や住民のみなさまにとって「危険度分布」がより一

層利用しやすいものとなるよう、改善を進めて参ります。 

 

（５）「河川・気象情報の改善に関する検証チーム」の報告書における改善事項 

指定河川洪水予報について、河川延長が長く、複数の基準水位観測所が含ま

れる場合や、１つの予報区域に複数の河川が含まれる場合には、場所によっ

て危険度に差がある場合でも予報区域全体が同じ危険度となり、切迫性が伝

わりにくくなるおそれがあるという課題に対応するため、指定河川洪水予報

の予報区域の細分化を実施します。 

 （北上川上流区間の細分については未定） 

＜別紙 参考資料 P15参照＞ 

この取組により、市町村や住民のみなさまが大河川の危険度をより一層理解しや

すくなり、防災対応・避難行動の判断に指定河川洪水予報をより一層活用しやすく

なることが期待されます。 

 

３．今後のスケジュール 

 「防災気象情報の伝え方に関する検討会」の報告書等を受けた各取組について、今

回紹介した以外の取り組みについても今後、河川･砂防部局等の関係機関との緊密な連

携のもと、気象庁では早急に準備を進め、実施可能となったものから順次実施してい

く計画です。 

  

 ２（３）の「特別警報の改善」のうち、大雨特別警報（土砂災害）の改善について

は、地元自治体等のご理解が得られ、準備の整った地域から今年7月を目途に運用を

開始させていただく予定です。また、台風等を要因とする大雨特別警報の廃止につい

ても、全国の自治体等のご理解が得られれば、今年7月を目途に運用を開始させてい

ただく予定です。なお、大雨特別警報（浸水害）の改善については、順次検討を進め

て参ります。 

 ２（４）の「「危険度分布」の改善」については、「危険度分布」等の防災気象情報

の精度の向上には、基準値の妥当性が大変重要であることから、引き続き災害資料の

収集にご協力いただきますようお願いいたします。また、「本川の増水に起因する支川

の氾濫や下水道の内水氾濫（湛水型の内水氾濫）の危険度」の表示の改善は、今年出

水期を目途に実施する予定です。 

 ２（５）の「指定河川洪水予報の予報区域の細分化」については、対象河川の地元

自治体等のご理解が得られ、準備の整った地域から今年8月を目途に運用を開始させ

ていただく予定です。 

 

 
































